
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
公
印
を
改
刻
し
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
件

一
〇
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

一
〇
二

○
森
林
病
害
虫
防
除
法
に
よ
る
駆
除
命
令
に
係
る
事
項
を
定
め
た
件

一
〇
二

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

一
〇
三

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

一
〇
三

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

一
〇
三

公

告

○
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
件

一
〇
三

告

示

福
島
県
告
示
第
百
二
十
九
号

公
印
を
次
の
よ
う
に
改
刻
し
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
そ
の
使
用
を
開
始
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
印番

号

公

印

の

名

称

印

影

公

印

管

理

者

福
島
県
部
長
印

総
務
部
文
書
管
財
総
室
文

福
島
県
部
長
印

15の２

書
法
務
課
長

福
島
県
部
長
印

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
熱
海

地
区
に
係
る
県
営
水
利
施
設
整
備
事
業
（
基
幹
水
利
施
設
保
全
型
）
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画

を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

同

年
三
月
十
八
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

郡
山
市
役
所
及
び
本
宮
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
駆
除

命
令
に
係
る
事
項
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

福
島
県
一
円

───────────────────────────────────────────────────────────
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２

期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

一
の
１
に
掲
げ
る
区
域
に
所
在
す
る
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木

そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及
び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
並

び
に
こ
れ
ら
の
包
装
を
い
う
。
）
は
、
松
く
い
虫
を
駆
除
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
伐
倒
駆
除
（
松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
松
の
樹
木
の
伐

倒
及
び
破
砕
（
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
と
な
る
よ
う
に
破
砕
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
又
は

当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

県
内
一
円
の
松
林
に
お
け
る
本
年
度
の
松
く
い
虫
の
被
害
の
発
生
状
況
か
ら
見
て
、
三
の
措
置
を

行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
県
内
一
円
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与
え
る
お
そ

れ
が
あ
る
た
め
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
平
下
神
谷
字
釜
ノ
台
二
七
の
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

潮
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
荒
井
郡
山
線

郡
山
市
富
久
山
町
久
保
田
字
三
御
堂
九

平
成
三
一
年
二
月
二
六
日

六
番
九
地
先
か
ら

同

市
富
久
山
町
久
保
田
字
水
神
山
三

九
番
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
三
十
一
年
二
月
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
所
の
名
称

及
び
所
在
地

齋
藤

幸
子

福
島
市
南
向
台
二
丁

平
成
三
一
年
二
月
一
八
日
か
ら

ス
タ
ジ
オ
ア
ッ
プ
ル

目
三
番
一
〇
号

平
成
三
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で

福
島
市
曽
根
田
町
一
番

一
八
号

ダ
イ
ユ
ー
エ

イ
ト
Ｍ
Ａ
Ｘ
福
島
二
Ｆ

（
出
納
総
務
課
）

公

告

公
告
第
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
矢
吹
町
か
ら
県
南
都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
の
写
し
の
送

付
を
受
け
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
図
書

総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
場
所

福
島
県
土
木
部
都
市
総
室
都
市
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課

（
都
市
計
画
課
）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



平成31年２月26日 火曜日 福 島 県 報 第3083号104

福島県報の購読申込みについて

福島県報を御購読いただきありがとうございます。

現在の購読期限は、平成31年３月末日となっておりますが、来年度も引き続き購読を希望される方や新た

に購読を希望される方は、次のページの申込書に必要事項を記載の上３月29日（金）までに福島県総務部文書

管財総室文書法務課（郵便番号960 8670 福島県福島市杉妻町２番16号）にお申し込みください。

購読料（平成31年９月まで月額3,500円。平成31年10月以降月額3,560円。送料を含む。）につきましては、

お申し込み後に納入通知書を送付しますので、納入期限までに福島県指定金融機関（東邦銀行）又は福島県収

納代理金融機関（東邦銀行以外の銀行、信用金庫、信用組合等）に納入してください。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成31年２月26日 火曜日 福 島 県 報 第3083号 105

福 島 県 報 購 読 申 込 書

平成 年 月 日

福 島 県 知 事

郵便番号

住所又は主たる事務所の所在地

氏名又は名称及び法人その他の
団体にあっては、その代表者の
氏名 ○印

電話番号

福島県報を 部 平成 年 月 日から

平成 年 月 日まで 箇月間購読します。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


